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1 はじめに

国際法務総合センターは,東京都内及び神奈川県内に所在する法務省所管の施
設を移転集約し,複合拠点とすることによって,施設運営の合理イヒ・効率イしを図
ることを目的として整備されたものです。研修施設としては,国連アジア極東犯
罪防止研修所,公安調査庁研修所,矯正研修所が平成29年 3月 24日 に竣工,

同年 9月から運営を開始し,矯正施設である東日本成人矯正EII療センターは平成
29年 7月 31日 に竣工,平成30年 1月から運営を開始しています。
今回は,最後に移転を予定している矯正施設 (少年施設)についてご覧いただ

きます。現在,東京都府中市にある関東医療少年院と神奈川県相模原市にある神
奈川医療少年院は,東日本少年矯正医療・教育センターとして統合されます。ま
た,東京都八王子市にある八王子少年鑑局J所は,東京西法務少年支援センターと
して移転します。これらの新施設は平成31年 1月 31日 に竣工,同年4月 中に
運営を開始する予定となっています。


